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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成26年4月24日(2014.4.24)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要とする対象体の高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）コレステロールのレベルを
増加させるための組成物であって、前記組成物は、前記対象体のＨＤＬレベルを増加させ
るのに十分な量のα－シクロデキストリンを含む、高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）コレ
ステロールのレベルを増加させるための組成物。
【請求項２】
　前記対象体に、脂肪含有食と共に与えられ、前記α－シクロデキストリンを一食当たり
１６５ｍｇ～１１ｇ与える量で含む請求項１の組成物。
【請求項３】
　前記対象体が、一日に１００ｇの脂肪を消費する場合に用いられる請求項１の組成物。
【請求項４】
　前記α－シクロデキストリンを、前記対象体によって一日に摂取される脂肪の１：２０
～１：３ｗ／ｗの比率となる量で含む請求項１の組成物。
【請求項５】
　前記対象体の総コレステロールレベルを増加させるものではない請求項１の組成物。
【請求項６】
　タブレット、粉末、カプセル、液体および糖菓から成るグループから選択される形態で
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ある請求項１の組成物。
【請求項７】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記消費可能デンプン質食品は、前記消費可能デンプン質食品の１：２０～１：３ｗ
／ｗの脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ以下の総シクロデ
キストリンを含む消費可能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項１
の組成物。
【請求項８】
　高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）を増加させるため、前記α－シクロデキストリンを、
それを必要とする前記対象体に一日当たり５００ｍｇ～３３ｇ与える量で含む請求項４の
組成物。
【請求項９】
　対象体のコレステロール／ＨＤＬ比を低減させるための組成物であって、前記組成物は
、前記対象体に与えられるα－シクロデキストリン量と前記対象体によって一日に摂取さ
れる脂肪が、１：２０～１：３ｗ／ｗの比率となる量のα－シクロデキストリンを含む、
対象体のコレステロール／ＨＤＬ比を低減させるための組成物。
【請求項１０】
　タブレット、粉末、カプセル、液体および糖菓から成るグループから選択される形態で
ある請求項９の組成物。
【請求項１１】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記消費可能デンプン質食品は、前記消費可能デンプン質食品の１：２０～１：３ｗ
／ｗの脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ以下の総シクロデ
キストリンを含む消費可能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項９
の組成物。
【請求項１２】
　コレステロール／ ＨＤＬ比を低減させるために、前記α－シクロデキストリンを、そ
れを必要とする前記対象体に一日当たり５００ｍｇ～３３ｇ与える量で含む請求項９の組
成物。
【請求項１３】
　それを必要とする対象体の体重減を促進するための組成物であって、前記組成物は、前
記対象体に与えられるα－シクロデキストリン量と前記対象体によって吸収が阻止される
ことを望む摂取脂肪の量が、１：２０～１：３ｗ／ｗの比率となる量のα－シクロデキス
トリンを含む、対象体の体重減を促進するための組成物。
【請求項１４】
　前記対象体が、カロリー含有率で少なくとも３０％の脂肪を含む一日の食事を消費する
場合に使用される請求項１３の組成物。
【請求項１５】
　タブレット、粉末、カプセル、液体および糖菓から成るグループから選択される形態で
ある請求項１３の組成物。
【請求項１６】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記消費可能デンプン質食品は、前記消費可能デンプン質食品の１：２０～１：３ｗ
／ｗの脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ以下の総シクロデ
キストリンを含む消費可能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項１
３の組成物。
【請求項１７】
　体重減を促進するため、前記α－シクロデキストリンを、それを必要とする前記対象体
に一日当たり５００ｍｇ～３３ｇ与える量で含む請求項１３の組成物。
【請求項１８】
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　対象体のトリグリセリドレベルを低減させるための組成物であって、前記組成物は、前
記対象体に与えられるα－シクロデキストリン量と前記対象体よって一日に摂取される脂
肪が、１：２０～１：３ｗ／ｗの比率となる量のα－シクロデキストリンを含む、対象体
のトリグリセリドレベルを低減させるための組成物。
【請求項１９】
　タブレット、粉末、カプセル、液体および糖菓から成るグループから選択される形態で
ある請求項１８の組成物。
【請求項２０】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記消費可能デンプン質食品は、前記消費可能デンプン質食品の１：２０～１：３ｗ
／ｗの脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ以下の総シクロデ
キストリンを含む消費可能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項１
９の組成物。
【請求項２１】
　前記α－シクロデキストリンを、それを必要とする前記対象体に一日当たり５００ｍｇ
～３３ｇ与える量で含む請求項１８の組成物。
【請求項２２】
　対象体のレプチンレベル、インスリンレベル又はインスリン耐性を低減させるための組
成物であって、前記組成物は、それを必要とする前記対象体のレプチンレベル、インスリ
ンレベル又はインスリン耐性を低減させるのに十分な量のα－シクロデキストリンを含む
、レプチンレベル、インスリンレベル又はインスリン耐性を低減させるための組成物。
【請求項２３】
　前記対象体に与えられるα－シクロデキストリン量と前記対象体によって一日に摂取さ
れる脂肪が、１：２０～１：３ｗ／ｗの比率となる量のα－シクロデキストリンを含む請
求項２２の組成物。
【請求項２４】
　タブレット、粉末、カプセル、液体、および糖菓から成るグループから選択される形態
である請求項２２の組成物。
【請求項２５】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記消費可能デンプン質食品は、前記消費可能デンプン質食品の１：２０～１：３ｗ
／ｗの脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ以下の総シクロデ
キストリンを含む消費可能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項２
２の組成物。
【請求項２６】
　前記α－シクロデキストリンを、それを必要とする前記対象体に一日当たり５００ｍｇ
～３３ｇ与える量で含む請求項２２の組成物。
【請求項２７】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪との複合体を含む消費可能非デンプン質
食品であって、前記消費可能非デンプン質食品は、前記消費可能非デンプン質食品の１：
２０～１：３ｗ／ｗの、脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ
以下の総シクロデキストリンを含む消費可能非デンプン質食品の形態として与えるために
使用される請求項１の組成物。
【請求項２８】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪との複合体を含む消費可能非デンプン質
食品であって、前記消費可能非デンプン質食品は、前記消費可能非デンプン質食品の１：
２０～１：３ｗ／ｗの、脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ
以下の総シクロデキストリンを含む消費可能非デンプン質食品の形態として与えるために
使用される請求項９の組成物。
【請求項２９】
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　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪との複合体を含む消費可能非デンプン質
食品であって、前記消費可能非デンプン質食品は、前記消費可能非デンプン質食品の１：
２０～１：３ｗ／ｗの、脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ
以下の総シクロデキストリンを含む消費可能非デンプン質食品の形態として与えるために
使用される請求項１３の組成物。
【請求項３０】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪との複合体を含む消費可能非デンプン質
食品であって、前記消費可能非デンプン質食品は、前記消費可能非デンプン質食品の１：
２０～１：３ｗ／ｗの、脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ
以下の総シクロデキストリンを含む消費可能非デンプン質の形態として与えるために使用
される請求項１８の組成物。
【請求項３１】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪との複合体を含む消費可能非デンプン質
食品であって、前記消費可能非デンプン質食品は、前記消費可能非デンプン質食品の１：
２０～１：３ｗ／ｗの、脂肪に対するα－シクロデキストリンの比率を有し、３％ｗ／ｗ
以下の総シクロデキストリンを含む消費可能非デンプン質食品の形態として与えるために
使用される請求項２２の組成物。
【請求項３２】
　前記消費可能非デンプン質食品が、４０～７０％脂肪ｗ／ｗ／又はカロリーを含む請求
項３１の組成物。
【請求項３３】
　それを必要とする対象体の下痢を減少させるための組成物であって、前記組成物は、前
記対象体の下痢を減少させるのに十分な量のα－シクロデキストリンを含む、下痢を減少
させるための組成物。
【請求項３４】
　前記対象体は、胆嚢切除術対象体又は脂肪悪化した下痢を患う患者である請求項３３の
組成物。
【請求項３５】
　前記対象体に、α－シクロデキストリンと脂肪とを含む消費可能デンプン質食品であっ
て、前記食品は、前記食品の１：２０～１：３ｗ／ｗの脂肪に対するα－シクロデキスト
リンの比率を有し、前記食品は、約９％ｗ／ｗ以下の総シクロデキストリンを含む消費可
能デンプン質食品の形態として与えるために使用される請求項３３の組成物。
【請求項３６】
　ピル、カプセル、ウエハ、タブレット、粉末、液体及び糖菓から成るグループから選択
させる形態である請求項３３の組成物。
【請求項３７】
　前記α－シクロデキストリンを、前記対象体に一日当たり５００ｍｇ～３３ｇ与える量
で含む請求項３３の組成物。
【請求項３８】
　前記α－シクロデキストリンの量と前記対象体によって一日に摂取される脂肪の１：２
０～１：３ｗ／ｗの比率となる量で含む請求項３３の組成物。
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